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1. 目的 

平成 15 年 6 月に使用済燃料受入れ・貯蔵施設におけるコンクリート打設

による埋込金物の位置ずれに伴う移設時にスタッドジベル切断が行われた

事象が発見されたことに鑑み、埋込金物の健全性について確認を行う。 

 

2. 点検対象 

埋込金物の点検は、「使用済燃料受入れ・貯蔵施設（Ｆ施設）」「再処理

施設本体」のすべてを対象として行う。 

具体的な点検対象は、表１の点検対象範囲表に示す。 

 

3. 点検の基本的な考え方 

本点検は、図 1 埋込金物点検フローに従い、埋込金物設定時および移設

時にスタッドジベルが切断されたものの有無について以下の観点により点

検を行う。 

・記録類により、スタッドジベルが切断されることなく適正に施工され

たかを確認する。 

・記録類により適正に施工されたことの確認が十分でないものは、現品

点検を実施する。過去にスタッドジベルを切断したことがある施工会

社の施工分は、全数について現品点検を実施し、それ以外の会社の施

工分は、抜き取りで現品点検を実施する。 

・記録類により適正に施工されたことの確認が十分なものについては、

記録の信憑性を確認するため抜取りで現品点検を実施する。 

点検の実施にあたっては要領書を定めることとする。 

 

4. 点検方法 

点検については、まず記録類により埋込金物の移設の有無を確認し、「移

設が確認されたもの」と「移設が確認されなかったもの」のそれぞれにつ

いて、要領書類・記録等の記載内容の確認（以下、記録類点検という）を

行い、その結果に基づき、超音波検査（ＵＴ）等による埋込金物の健全性

の確認（以下、現品点検という）を行うものとする。 

要領書・記録等の確認および現品点検の立会い・確認は日本原燃社員が

行うものとする。 

 

(1)記録類点検 

記録類点検は以下のとおり行う。 

ａ．埋込金物の据付要領、検査要領を記載した要領書、手順書、図面があ

るか確認する。 
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ｂ．コンクリート打設前後の施工記録、検査記録等それぞれに、位置・寸

法についての確認記録があるか確認する。 

ｃ．コンクリート打設前の施工記録、検査記録等に、具体的にスタッドジ

ベルの据付状態を確認したことが記録に残されているか確認する。 

ｄ．埋込金物の移設が行われた場合は、要領書若しくは手順書が作成され、

位置・スタッドジベルの据付状態・補修用コンクリートの充填状態の記

録があるか確認する。 

 

(2)現品点検 

ａ．現品点検の進め方 

（a）移設が確認されなかったものの点検 

(1)項のａ．ｂ．ｃ．項に示した記録類点検の結果、全ての項目で健全

性確認が「十分」と判断されたものは、記録の信憑性を確認するため図２

に示すフローに従い、ＵＴを行う。ＵＴの結果、記録の信憑性が確認され

なかったものについては、強度評価、荷重試験によりスタッドジベルの点

検を行う。 

一方、「記録類では確認が十分でない」と判断されたものは、図３に示

すフローに従い、ＵＴ、強度評価、荷重試験によりスタッドジベルの点検

を行う。 

 

（b）移設が確認されたものの点検 

(1)項のａ．ｂ．ｃ．ｄ項に示した記録類点検の結果、全ての項目で移

設の健全性確認が「十分」と判断されたものは、記録の信憑性を確認する

ため、位置点検を行う。位置点検の結果、記録の信憑性が確認されなかっ

たものについては、図３に示すフローに従い、ＵＴ、強度評価、荷重試験

によりスタッドジベルの点検を行う。 

一方、「記録類では確認が十分でない」と判断されたものは、位置点検

を行うとともに、図３に示すフローに従い、ＵＴ、強度評価、荷重試験に

よりスタッドジベルの点検を行う。 

 

ｂ．検査・試験等の要領と判定基準 

（a）位置点検 

埋込金物の移設が確認されたものに対して、埋込金物の中心位置を測定

する。 

判定基準は、打設後の記録あるいは設計図書と比較し設計許容値内であ

る場合は､移設は適切と判定し、埋込金物が健全と評価する。 
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（b）超音波検査（ＵＴ） 

垂直ＵＴおよび予め検証した斜角ＵＴを用いてスタッドジベル位置に

おける底面エコーの測定を実施する。 

 

なお、ＵＴの結果、スタッドジベルの切断が確認された場合や、スタッ

ドジベルが許容の曲がり(30 度)以上の影響等で、底面エコーが確認でき

ない場合の施工会社の処置は図４のフローに従うものとする。 

判定基準は、スタッドジベル全本数で設計長に相当する底面エコーが得

られた場合は切断なしと判定し、埋込金物が健全と評価する。 

 

(c)強度評価 

強度評価は、図３のフローに従い、健全なスタッドジベルが１本以上確

認できた場合、ＵＴで健全性が確認されたスタッドジベルのみを期待して

評価を行う。評価方法としては、設計荷重として長期荷重および短期荷重

のそれぞれについて、埋込金物各部位の発生応力を評価する。 

判定基準は、発生応力が許容応力を下回ることをもって埋込金物が健全

と評価する。 

 

(d)荷重試験 

荷重試験は、以下の場合に行う。 

・ スタッドジベル全数がＵＴ不可の場合 

・ ＵＴの結果健全なスタッドジベルが１本も確認できない場合（切断、

ＵＴ実施不可、底面エコーが確認できないもの） 

・ 上記(c)項の強度評価を行った結果、発生応力が許容応力以上の場合 

試験方法は、図５に示すとおり、引抜用金具を埋込金物の表面に溶接又

はボルト等にて取り付け、金具を介して引抜荷重を埋込金物に作用させる。 

 

試験荷重は、機器の設計側の要求する荷重条件をもとに引張荷重とせん断荷重が

同時に作用するものとし、鋼構造設計規準に従い下記式にて算出する。 

Ｆｔ＝α×（Ｆ０ + １．６Ｔ０） 

ここで、 

Ｆｔ：試験荷重 

Ｆ０：当該埋込金物を使って設置される機器側が要求する設計引張荷重 

Ｔ０：当該埋込金物を使って設置される機器側が要求する設計せん断荷重 

α ：安全率（試験設備等の誤差を考慮して、安全率を１．２倍*1）とする） 

*1) ASME SEC.Ⅲ APPENDIXⅡ TABLEⅡ-2440-1 試験回数 1 回の際の安全率を適

用 
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判定基準は、試験荷重で引張った際に、埋込金物に引き抜け等の有意な

変形＊）がないことをもって埋め込み金物が健全と評価する。 

 

＊）伸び量が測定誤差（±５０μ）以内であること。 

スタッドジベルの長さ２００mm を超えるものについては以下の計算式にて求

めた伸び量以内であること。 

 

スタッドの伸び量は下記にて算出される。 

ΔＬ＝σｙ／Ｅ×Ｌ 

ここで、 

ΔＬ：スタッドジベルの伸び量（mm） 

σｙ：スタッドジベルに使用する材料の設計許容応力（設計降伏応力）（N／mm2） 

Ｅ：スタッドジベルの縦弾性係数（ヤング率）（N／mm2） 

Ｌ：スタッドジベルの長さ（mm） 

 

5．点検体制 

本点検は埋込金物チームの指揮のもと、施設毎および土木・建築に点検

チームを設置し、図６の点検体制で実施する。なお、客観性を確保するた

めに第三者監査機関による点検要領とそれに基づく結果報告書のレビュー

を受ける。 

 

6. 不合格品の処置 

点検の結果不合格となった埋込金物は以下の処置を行う。 

・使用の取りやめ 

・後打ち金物または支持構造の変更、または埋込金物の再設定 

 

以 上 



表１ 点検対象範囲表 

 建屋記号 建屋名称 

FC 
使用済燃料輸送容器管理建屋(トレーラエリア，使用済燃料収納

使用済燃料輸送容器保管庫，空使用済燃料輸送容器保管庫） 

FA 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋(安全冷却水系冷却塔B基礎を含む)

FB 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

FD 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

AA 前処理建屋 

AB 分離建屋 

AC 精製建屋 

BA ウラン脱硝建屋 

CA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

BB ウラン酸化物貯蔵建屋 

CB ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

AD 低レベル廃液処理建屋 

DA 低レベル廃棄物処理建屋 

AG 制御建屋 

AK 出入管理建屋 

AH 分析建屋 

KA 高レベル廃液ガラス固化建屋 

AE ハル・エンドピース貯蔵建屋 

DB 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

DC ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ・ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋 

GA 非常用電源建屋 

AT 地上連絡通路(PC02～PC05) 

KB-E ガラス固化体貯蔵建屋（東棟） 

建 屋 

FCH/FCJ 使用済燃料輸送容器管理建屋（保守エリア、除染エリア） 

洞 道 

TX30,TX40,TY30,TY30-F1B,TY35,TY37,AT07,AT07-FA,AT52,F1A,F2,G4,A2,G2,G10,

CE,TX40S,TX50,TX51,TX52,TX60,TX70,TY10,TY10E,TY20,TY25,TY85, 

AT01,AT01E,AT02,AT02N,AT03,AT04,AT05,AT06,TZ10,TZ20,TZ30,TZ40,TX50N, 

TX50S,TX20-G3,TZ20-GG,TZ30-H8,TY01,TK107,AT51,AT54,AT55,海洋放出管 

AP 主排気筒管理建屋 

AR 試薬建屋 
GB ボイラ建屋 

GC ユーティリティ建屋（ユニット棟・管理棟） 

その他 

建 屋 

GC-D      〃    （運転予備用電源建屋） 
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信憑性が確認
できない場合

十分

使用済燃料受入れ・貯蔵施設及び再処理施設本体で実施した埋込金物の点検結果を踏まえ、以下の観点
から点検を実施する。

・埋込金物の設定時にスタッドジベルが切断されていなかったかの確認がなされていたか？

・埋込金物の移設時にスタッドジベルが切断されていなかったかの確認がなされていたか？

記録により移設の有
無の確認

超音波探傷検査によるスタッドジベルの点検を実施　※２、※３、※４

・過去にスタッドジベルを切断したことがある施工会社が施工した範囲：１００％現品点検

・上記施工会社分を除き過去にスタッドジベルを切断したことがある元請会社が施工した
　範囲：１０％現品点検（JASS6に準拠）

・上記以外については抜き取り数を５００箇所（JISに準拠）とし、現品点検を行う

移設のための要領
書、検査記録が十分
か。

全数について

・埋込金物位置の点検（寸法測定等）を実施。

・超音波探傷検査によるスタッドジベルの点検を

　実施。※３、※４

健全

但し、記録の信憑性を
確認するため、５００箇
所を抜き取り超音波探
傷検査によるスタッドジ
ベルの点検を実施。

十分

移設が確認されたもの

記録類では確認
が十分でない

※３：スタッドジベルの切断が確認された場合は、以下のとおりとする。

　　①当該施工会社が施工した範囲は１００％の現品点検を行う。

　　②原因を究明し、水平展開を行う。

※１：以下のものを点検対象より除く。

　　・埋込金物の取付が強固で移動の恐れのないもの

　　・後打ち金物

　　・すでに耐力を確認済の埋込金物

　　・スタッドネジ込み式（予備穴付）埋込金物

　　・仮設埋込金物

　　・構造物を支持しない埋込金物

※５：以下の確認を行う。
　　①埋込金物の移設・検査要領書があるか。
　　②移設前後の埋込金物の据付検査記録があるか。
　　③スタッドジベルの状態の確認を行うことが①の要領書、もしくは②
　　　の検査記録に記載されているか。
　　 　要領書中にスタッドジベル切断の記載があるものは「不十分」と
　　　する。
　　④移設後の補修コンクリートの状態の記録があるか。

移設が確認されなかったもの

健全

但し、記録の信憑性を
確認するため埋込金物
位置の点検を実施。

※４：スタッドジベルの健全性が確認できなかった場合、又は超音波深傷検査が行えない
　　　構造等の場合の埋込金物の処置は以下のとおりとする。

　　①確認できないスタッドジベルは無いものとして埋込金物の保有耐力を構造計算により
　　　 確認し、耐力が確認されたものはそのまま使用する。

　　②荷重試験を実施し、耐力が確認されたものはそのまま使用する。

　　③①又は②のどちらも不可の場合は、埋込金物の使用をとりやめる。

　　④埋込金物の使用を取りやめたことにより支持する構造物の強度に不足が生ずる場合
        は、後打ち金物又は支持構造の変更又は埋込金物の再設定を行う。

※２：抜き取りは安全上重要な設備を支持する埋込金物を
　　　優先的（過半数以上）に行う。

①埋込金物の据付・検査要領書があるか。

②コンクリート打設前後の埋込金物の据付検査記録があるか。

③スタッドジベルの状態の確認を行うことが①の要領

　書もしくは②の検査記録に記録されているか。

※１

信憑性が確認
できない場合

-
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 -

※５

記録類では
確認が十分でない

図１　埋込金物の点検フロー



記録の信憑性を確認するた
め現品点検対象となった埋
込金物

ＵＴに
よるエコーの状態

（スタッドジベル切断
の有無）

確認可能なスタッドジベル
にＵＴを実施

埋込金物の
健全性確認

＊1
図３の、UTで健全性が確認
されたスタッドジベルのみを
期待した強度評価を実施

実施箇所について健全
なスタッドジベルが１本も
確認できない場合（切
断、底面エコーが確認で
きないもの）

実施箇所についてスタッド
ジベル全数が健全な場合

実施箇所について健全なス
タッドジベルが１本以上確
認できた場合

図２　記録類で確認が十分なものの確認フロー

＊2
図３の荷重試験実施へ

ＵＴ
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記録類では確認が十分でないも
ので、現品点検対象となった埋込

金物
＊1

構造上UTによる
スタッドジベル長さの確認

が行えるか

ＵＴによる
エコーの状態（スタッ

ドジベル切断の
有無）

設計荷重*4に
よる発生応力が許容応力

を下回るか

荷重試験実施

スタッドジベル全数ＵＴ不可

全数または一部のスタッドジベル
ＵＴ可

確認可能なスタッドジベル
にＵＴを実施

埋込金物の健全性確認

健全なスタッドジベルが１本も確認で
きない場合（切断、UT実施不可、底面
エコーが確認できないもの）

　　　NOYES

スタッドジベル全
数が健全な場合

健全なスタッドジベルが１
本以上確認できた場合

図３　記録類では確認が十分でないものの確認フロー

荷重試験は実施
可能か／必要か

使用取り止め、あるいは、
後打ち金物又は支持構造
の変更又は埋込金物の再
設定等の処置を行う。

可能で必要

不可能又は不要

引き抜け等の
有意な変形はないか

埋込金物の健全性確認

NO

YES

図２の＊1より

図２の＊2より

*2

*3

*1 移設が確認されたものについては、移設時の補修用コンクリートの状態に関する記録類が不十分な場合は、ＵＴの結果
スタッドジベルの切断がされていない場合でも、スタッドジベル全数が切断されたものと同一の取扱いとする。
　なお、以下の両方が満たされた場合は、コンクリートの状態に関する記録類が十分とする。
　・要領書等に、コンクリートの材料仕様、充填の施工手順、充填を確認する手順・方法のすべてが記載されていること。
　・コンクリート充填確認に関する記録があること。

*2　スタッドジベルがネジ込み式等でＵＴで長さ確認が行えない構造のもの及び埋込金物に支持構造物が取り付けられて
埋込金物の全てのスタッドジベルに対してＵＴが行えないものは「スタッドジベル全数ＵＴ不可」とする。それ以外（埋込金
物のスタッドジベル全数または一部でもＵＴを行えるもの）は「全数または一部のスタッドジベルＵＴ可」とする。
　 なお、抜取検査の対象として選ばれ、「スタッドジベル全数ＵＴ不可」となった場合、隣接したＵＴ可能な金物に変更す
る。

ＵＴ

強度評価

荷重試験

*5

溶接スタッドジベル
ではあるが支持板が
溶接されていてＵＴ
が実施不可のもの
（以下同様）

ネジ込みスタッドジベル

または

プレート

「スタッドジベル全数ＵＴ不可」へ

全スタッドジベル
ＵＴ可 一部のスタッドジベルＵＴ可

「全数または一部のスタッドジ
ベルＵＴ可」へ

*3　スタッドジベル切断有無の判定は以下による。（切断ではなく、曲がりなどでエコーが確認できないものは保守的にス
タッドジベルが切断されたものとして埋込金物の健全性は評価するが、その施工会社の扱いは図４に従う。）

××
××

×
× ×

× ×

４本切断 ２本ＵＴ実施不可
２本切断

３本ＵＴ実施不可
１本切断

４本ＵＴ実施可
１本切断
３本健全

２本ＵＴ実施可
１本切断
１本健全

１本ＵＴ実施可
１本健全

健全と確認された
スタッドジベル本数以外は

無いものとして評価

*5　荷重試験実施の判断において、「可能か」とは、試験装置の配置等の制限により試験が可能／不可能のものの判断
を示す。また、「必要か」とは荷重試験を行い健全性を確認したいものを必要とし、全数切断の場合やその埋込金物の使
用取り止めが行えるものなど、荷重試験を行うまでもないものを不要とする。

UTで健全性が確認された
スタッドジベルのみを期待
した強度評価を実施

＊４　設計荷重とは、
長期荷重（自重、圧
力荷重地震以外の機
械的荷重）および、長
期荷重に地震荷重を
加えた短期荷重とす
る。

健全なスタッドジベルが１本も確認で
きない場合（切断、UT実施不可、底
面エコーが確認できないもの）

健全なスタッドジベルが１
本以上確認できた場合
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図４　ＵＴにより底面エコーが確認されなかった場合の施工会社評価フロー

Ｂ＞5%

3％＜Ａ≦10％

Ｂ≦5％

Ａ＞10%Ａ≦3％
底面ｴｺｰが確認できないｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ数(b)

検査スタッドジベル数(a+b)
Ａ＝

完了
当該施工会社分健全

当該施工会社
現品点検100％へ移行

ｴｺｰが確認できないｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ総数
(b+b')

検査スタッドジベル総数
(a+b+a'+b')

Ｂ＝

切断を示すエコー有りＵＴにおける
エコーの状態

抜取検査において
スタッドジベルＵＴ検査実施

施工会社分集計
（建屋毎）

設計長さを示すエコー有り　ａ本：健全
底面エコーが確認できない　ｂ本：曲がり等

＜基本的な考え方＞
・スタッドジベル切断が確認され
た場合は、当該施工会社を抜
取検査から現品点検１００％へ
移行する。
・切断でなくても曲がり等が
JASS6に準拠した比率より高い
場合も当該施工会社を抜取検
査から現品点検１００％へ移行
する。
・上記以外は抜取検査にて当該
施工会社分の健全性が確認さ
れたものとする。

もう一度同建屋で同数追
加検査を行った場合のＵ
Ｔにおけるエコーの状態

設計長さを示すエコー有り　ａ’本：健全
底面エコーが確認できない　ｂ’本：曲がり等

JASS6に準拠

切断を示す
エコー有り
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荷重測定器

油圧ポンプ 
１ｍｍ 

支持架台 
ｽﾄｯﾊﾟｰ 

 変位測定器 

引張用金具 
 ライニングプレート 
 
 

 
 
 埋込金物

 
１. 試験方法 

（１） 引張用金具を埋込金物に取り付ける。 

ングプレートの過大な変形を防止するため、ストッパーを 1mm に設定す

発生応力が弾性範囲内であることを条件に 1mm 程度とする 

（３） 

がないこ

（４） 

。 

 

２. 判

試験荷重で引張った際に、埋込金物に引き抜け等の有意な変形がないこと。 

 
図５ 荷重試験の例 

（２） ライニ

る。 

試験荷重によるスタッドの伸び量より大きく、かつ、ライニングプレートの変形

による

油圧ポンプ又は錘等により、試験荷重に相当する引張荷重をかける。 

試験荷重までステップ状に荷重を増やしていき、その都度過大な変形

とを確認する。 

試験荷重以下で変形が 1mm(ストッパー設定値)に達した場合は、試験を中断

し、不合格とする

定基準 
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各チーム
　・計画書・要領書に基づく点検の実施
　　および点検の評価

埋込金物点検チーム

リーダ（部長）

スタッフ

埋込金物点検作業チーム

リーダ（部長または副部長）

スタッフ

土木・建築チーム

FA,FB,FC
AA,AB,AC,AD
AE,AG,AH,AK

AP,AR
BA,BB,CA,CB

DA,DB,DC
KA,KB,FCH/FCJ

AT
GA,GB,GC

海洋放出管

リーダ
(課長級)

スタッフ

Fチーム

FA,FB,FC
GB,GC

リーダ
(課長級)

スタッフ

前処理チーム

AA,AE

リーダ
(課長級)

スタッフ

共用チーム

AG,GC-DG,AT

リーダ
(課長級)

スタッフ

ガラスチーム

KA,KB,AG,AK

リーダ
(課長級)

スタッフ

分離チーム

AB

リーダ
(課長級)

スタッフ

精製チーム

AC,AD,AR

リーダ
(課長級)

スタッフ

分析チーム

AH

リーダ
(課長級)

スタッフ

脱硝チーム

BA,BB
CA,CB

リーダ
(課長級)

スタッフ

廃棄物チーム

DA,DB,DC

リーダ
(課長級)

スタッフ

貯蔵チーム

FCH/ＦＣＪ

リーダ
(課長級)

スタッフ

品質保証活動強化プロジェクト推進会議

プロジェクトリーダ（常務）
委員（関係役員・部長）

第三者監査機関による
要領書等のレビュー

・計画書・要領書の制定、改訂
・点検結果の総合評価

・点検工程進捗の総括
・点検結果の集約

点検の実施（標準以外の埋込金物）

点検の実施
（標準埋込金物）

図６　埋込金物点検体制表
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